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平成 27年度 第 2回 新潟市福祉有償運送運営協議会（会議概要） 

 

日時：平成 27年 11月 17日（火）午後 2時～ 午後 3時 40分 

場所：新潟市役所 本館 6階 第 2委員会室 

傍聴者数：0名 

 

≪出席委員≫ 

【学識経験者】  

長岡技術科学大学 名誉教授 松本 昌二 会長 

【NPO等の代表】  

新潟ボランティア連絡会 書記 石井 和子 委員 

特定非営利法人 新潟 NPO協会 常務理事 富澤 佳恵 委員 

【利用者の代表】  

福祉有償運送利用者 山嵜 勉 委員 

福祉有償運送利用者 岩森 三千代 委員 

【福祉有償運送事業の運送主体の代表】  

社会福祉法人 更生慈仁会 障害者総合支援センター長 広島 陽子 委員 

社会福祉法人 いぶきサポート協会 運行管理者 鈴木 美津男 委員 

【公共交通機関の代表】  

新潟県ハイヤー・タクシー協会 専務理事 鈴木 久夫 委員 

都タクシー株式会社 代表取締役 佐藤 真一 委員 

新興タクシー株式会社 代表取締役 新保 忠雄 委員 

白根タクシー株式会社 代表取締役 和泉 徹 委員 

【公共交通運転手の代表】  

全国自動車交通労働組合連合会 新潟地方連合会 書記長 海藤 正彦 委員 

【関係行政機関職員】  

新潟陸運支局 首席運輸企画専門官 蝶名林 幸雄 委員 
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１ 開会 

・福祉総務課長よりあいさつ 

・会議成立の報告（委員１６名のうち、１３名が出席） 

 

 

２ 議 事   

（１）福祉有償運送の新規登録申請について（特定非営利活動法人 たんぽぽカン

パニー） 

以下、松本昌二会長が議事進行。 

＜事務局から「協議 1」「協議 1-2」「協議 1（参考）」により新規登録申請案につい

て説明＞ 

 

 

 

 

 

 

質疑応答を経て、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価、

運送の形態等について、協議会の協議が調ったものとすることに全員異議なし。 

 

 

（２）福祉有償運送の更新登録申請について  

  ➀一般社団法人 よりいの会 

＜事務局から「協議 2」「協議 2（参考）」により更新登録申請案について説明＞ 

 

 

 

 

 

 

質疑応答を経て、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価、

運送の形態等について、協議会の協議が調ったものとすることに全員異議なし。 

 

【質疑応答の概要】 

（新保委員）  事務所名の「いけだんち」とはどういう意味か。 

（たんぽぽカンパニー） 代表が池田由貴恵なので、「池田の家」ということで「いけだ

んち」という事務所名にした。 

 

【質疑応答の概要】 

（会長）    「協議 2（参考）」の利用会員名簿の目的欄に「ガイド」とあるが、こ

れはどういう意味か。 

（よりいの会） 「ガイド」とは、土日の余暇支援のこと。 
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  ②社会福祉法人 自立生活福祉会 

＜事務局から「協議 3」「協議 3（参考）」により更新登録申請案について説明＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑応答を経て、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価等

について、協議会の協議が調ったものとすることに全員異議なし。 

 

  ③特定非営利活動法人 グリーン 

＜事務局から「協議 4」「協議 4（参考）」により更新登録申請案について説明＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質疑応答の概要】 

（蝶名林委員）使用車両数について、「報告 1」では 3台だが、「協議 3」では 4台となっ 

ている。どちらが正しいのか。 

（事務局）  「報告 1」には上半期（9月末）までの登録 3台で記載しているが、「協 

議 3」には更新登録申請書類提出日である 10月 1日以降に登録される 4

台について記載している。 

（蝶名林委員）持込車両を 1台増やすのか。 

（自立生活福祉会） そのとおり。 

（会長）   「報告 1」で運行管理責任者に変更があるとのことだったが、登録申請 

書類のとおり変更するということか。 

（自立生活福祉会） そのとおり。 

 

【質疑応答の概要】 

（富澤委員） 免許証の有効期限が切れている人がいる。更新登録申請書類提出の時点

では期限が来ておらず問題なかったと思うが、差替えが必要。 

（事務局）  県へ登録申請する際に差し替えてもらう。 

（広島委員） 「協議 4」の「法人の活動内容」欄に記載がある「障害者自立支援法」

は法律名が変わり、現在は「障害者総合支援法」になっている。 

（事務局）  事務局が「協議 4」作成時に誤って入力。 

（新保委員） 「協議 1～5」の「運送の対象」欄に「障がい児者」とあるが、どういう

ことか。 

（事務局）  障がい児と障がい者を両方含むということでこの表記にしている。 

（新保委員） 読んだだけでは意味がわからないため、中点を入れる等するべき。 

（事務局）  表記の仕方について検討する。 
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質疑応答を経て、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価、

運送の形態等について、協議会の協議が調ったものとすることに全員異議なし。 

 

  ④特定非営利活動法人 わあなる 

＜事務局から「協議 5」「協議 5（参考）」により更新登録申請案について説明＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑応答を経て、福祉有償運送の必要性、運送の区域、旅客から収受する対価、

運送の形態等について、協議会の協議が調ったものとすることに全員異議なし。 

 

 

３ 報告 

平成 27年度上半期福祉有償運送運行状況実績報告について 

＜事務局から「報告 1」により運行状況実績報告について説明＞ 

 ・1団体廃止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質疑応答の概要】 

（和泉委員） 利用者数は順調に増えているのか。 

（事務局）  平成 25年度は全体で 2万 1,850件、平成 26年度は 3万 33件であり、1

年間という期間では増加している。より短い期間については資料を用意

していない。 

（和泉委員） フレンドランド福祉会について、車両台数が 5 台以下から 8 台に増加し

ているが、整備管理者及び運行管理者については要件を満たしているか。 

（事務局）  要件を満たしていることを提出書類で確認している。 

【質疑応答の概要】 

（和泉委員） 定款と現在事項全部証明書で障がいの「がい」の字が異なっているが、

書類上問題はないのか。 

（事務局）  障がいの「がい」の字にひらがなを使用することについて法的な規定は

なく、新潟市は新潟市の方針としてひらがなを用いている。自治体、団

体によって使い方には差があるため、書類上問題はない。 

（富澤委員） 定款を法務局に登記する際、届出のどちらかが誤っていたか、定款通り

の届出になっていないのではないか。 

（和泉委員） 書類上そろえた方がいいと思う。 

（わあなる） 修正する。 

 



 - 5 - 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質疑応答の概要】 

（海藤委員） 国の政策である国家戦略特区の規制改革事項について、自家用ライドシ

ェアのような相乗りを観光客相手で認めようという流れが出ているが、

把握しているか。 

（事務局）  新聞報道以外に連絡等はなく、把握していない。 

 

（佐藤委員） 新潟市内に知的障がい者及び身体障がい者はどのくらいいるのか。 

（事務局）  人数等についての資料を今持っていないためわからない。 

（佐藤委員） 福祉有償運送に登録している人の割合を知りたい。登録している人は安

心・安全に輸送サービスを受けているが、このサービスから漏れている

人について不自由していないか、白タク輸送されている人もいるのでは

ないかという意味合いも込めて割合を知りたい。 

（事務局）  調べて後程連絡する。 

 

（海藤委員） 個人で無許可の輸送を行った場合、運輸局から指導があるのか。 

 きちんと登録をしている人がいるのに、一方で白タク行為を行っている

人がいたら不公平だ。 

（蝶名林委員）登録せずに輸送しているのであれば白タク行為であり、法違反。それを

恒常的に行っているのであれば指導のレベルではなく、警察の範疇にな

る。警察または運輸局に情報をもらえれば。 

 

（佐藤委員） 障がい者全体の数に対して登録者数が大幅に少ないようであれば、行政

で登録事業所等を増やす努力が必要ではないか。登録会員以外の人たち

がどのような交通手段を用いているかということにも疑問を持たなけれ

ばならない。また、登録事業所への支援も必要ではないか。 

（事務局）  障がい者の移動手段への支援がどの程度足りているかというような話は

障がい福祉課から聞いていない。障がい者全体の人数については確認し

お知らせする。 
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５ 閉 会 

＜事務局より連絡＞ 

・新規申請等の相談がなければ、今年度の開催は今回が最後。委員の任期も今年

度で終了するが、今後改選に向けた手続き等進めたい。 

 

 

≪配付資料≫ 

資料名 内容 備考 

次第 裏面座席表  

協議 1 協議概要（ＮＰＯ法人 たんぽぽカンパニー）  

協議 1-2 小委員会での意見等概要  

協議 1（参考） 協議申請書類（ＮＰＯ法人 たんぽぽカンパニー） 非公開 

協議 2 協議概要（一般社団法人 よりいの会）  

協議 2（参考） 協議申請書類（一般社団法人 よりいの会） 非公開 

協議 3 協議概要（社会福祉法人 自立生活福祉会）  

協議 3（参考） 協議申請書類（社会福祉法人 自立生活福祉会） 非公開 

協議 4 協議概要（ＮＰＯ法人 グリーン）  

協議 4（参考） 協議申請書類（ＮＰＯ法人 グリーン） 非公開 

協議 5 協議概要（ＮＰＯ法人 わあなる）  

協議 5（参考） 協議申請書類（ＮＰＯ法人 わあなる） 非公開 

報告 1 
福祉有償運送登録団体実施概要一覧 

各団体実績報告書 
 

 

（山嵜委員） 福祉有償運送を行うにはある程度負担がかかり、管理にも人が必要。福

祉有償運送ではなく、運営費の中で運転士を雇って、送迎するというやり方もある。自

分は福祉有償運送及びバス・電車等の公共交通機関を場面によって組み合わせて利用し

ている。最近、ニュースで視覚障がい者の事故が取り上げられたが、障がい者の外出に

はリスクが伴う。福祉有償運送を運営する事業所等、支援してくれる皆さんは安全の確

保等努力してくれている。これからもがんばってほしい。 


